
 

 

 

 

 

 

 

 

 　期　　　間：令和７年１２月１０日（水）～令和７年１２月１９日（金）

 　スローガン：飲酒運転は絶対しない、させない、許さない

 　運動重点等：飲酒運転の根絶に向けた取組の推進

 　　　　　　１　夕暮れ・夜間・明け方における交通事故防止

 　　　　　　２　自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進

 　千葉県内ではいまだに、飲酒運転による交通事故の発生が後を絶ちません。　

 　　　　　飲酒運転は、　 　です！！悪質・危険な犯罪

 　車も自転車も「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」

 　年末は、夕暮れ時・夜間・明け方の交通事故が増加する傾向にあります。

 　歩行者から車は見えていても、車から歩行者は見えづらくなります。

　歩行者は、明るい色の服を着用し、カバンや靴などよく使用する物に反射材を付ける

 など、自分の存在を運転者に知らせましょう。

 

 

 市原警察署

 電話0436-41-0110

 光風台交番

電話0436-36-2664

あ なた も一 緒に 市民 の生活 を守 りま せんか。 

〈受付期間〉　 

　  令和７年１１月１８日

 　　午前９時

 　～同年１２月２２日

     午後５時

〈第１次試験日〉 

（１）教養試験　  令和８年１月１７日　

（２）  ＳＰＩ３テストセンター方式

       令和８年１月６日～同年１月１８日

 ※試験の詳細は県警ホームページやお問い

 　合わせにてご確認下さい。

管内事件事故発生状況
～令和７年１０月中～

 令和７年12月２７日（土）から

 令和８年1月４日（日）まで

　免許更新や車庫証明などの交

通窓口業務は、受け付けていま

 せん。

 　令和７年１２月２７日（土）から

 　令和８年１月４日（日）まで

に運転免許の有効期間が満了する方につ

 いては

　  令和８年１月５日（月）
まで更新手続が可能となります。

緊急な事件事故以外の相談･お問い合わせ℡043-227-9110（短縮ダイヤル♯9110） 

１２月号

 　 　 　 　 　 　 ◆ 窃 盗 （ 万 引 き ） 　 ◇ 　交 通 事 故

            
１７件１件


